
  

■ 桑名市議会議員政治倫理条例施行規程(平成23年６月28日 議会告示第２号) 

 

(趣旨) 

第１条 この規程は、桑名市議会議員政治倫理条例(平成23年桑名市条例第22号。以下「条例」と

いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(宣誓書) 

第２条 条例第３条第１項に規定する宣誓は、宣誓書(様式第１号)によるものとする。 

 

(審査請求の手続き) 

第３条 条例第６条第１項の規定による審査の請求(以下「審査請求」という。)は、審査請求書(様

式第２号)により行うものとする。 

２ 審査請求書には、政治倫理基準の違反を疑うにたる事実を証する資料のほか、市民による審

査請求にあっては、審査請求署名簿(様式第３号)を添付しなければならない。 

３ 審査請求書には、市民又は議員の代表者(以下「審査請求代表者」という。)が、署名及び押

印しなければならない。この場合において、審査請求署名簿及び議員の連署における署名につ

いても、同様とする。 

 

(審査請求書などの受理等) 

第４条 議長は、審査請求書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類並びに審査請求

をする者の資格等を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。 

２ 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、

審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 

３ 議長は、審査請求代表者が前項の命令に従わなかった場合は、審査請求を受理しないことが

できる。この場合において、その旨を審査請求代表者に書面により通知するものとする。 

 

(審査会の傍聴) 

第５条 審査会の傍聴については、桑名市議会傍聴規則(平成16年桑名市議会規則第３号)の例に

よる。 

 

(審査結果の報告) 

第６条 条例第10条の規定よる審査の結果の報告は、審査結果報告書(様式第４号)により行うも

のとする。 

 

(公表の方法) 

第７条 条例第11条の規定よる公表の方法は、ホームページへの掲載等により行うものとする。 

 

(その他) 

第８条 この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成23年７月１日から施行する。 



  

様式第１号(第２条関係) 

 

 

宣  誓  書 

 

 

私は、市民の信託によるものであることを深く自覚し、桑名市議会議員政治倫理条例を遵

守し、市民全体の代表者として、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを誓い

ます。 

 

年  月  日 

 

 

 

 

桑名市議会議員 

          ㊞ 



  

様式第２号(第３条関係) 

年  月  日 

 

(宛先) 

  桑名市議会議長  

 

(審査請求代表者) 

住所 

氏名                   ㊞ 

 

 

審 査 請 求 書 

 

桑名市議会議員政治倫理条例第６条第１項の規定により、次のとおり審査を請求します。 

 

 

審査請求の対象議員 

 

 

 

 

 

 

政治倫理基準に違反する

と考えられる内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治倫理基準に違反する

と考えられた根拠 

 

桑名市議会議員政治倫理条例第５条第 号 

 

 

政治倫理基準に違反する

と考えられたことを証す

る資料 

 

 

 

 

 

 



  

様式第３号(第３条関係) 

 

審査請求署名簿 

 

桑名市議会議員政治倫理条例第６条第１項の規定により、     議員に係る審査を請求す

るために署名します。 

併せて、桑名市議会議長が、選挙管理委員会に対し、署名した者が選挙人名簿に登録された者

であるか確認を求めることについて、同意します。 

 

選挙人 

である 

ことの 

確認欄 

番号 署名年月日 住所 氏名 印 

      

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(注)１ 署名簿は、各署名簿に通じる一連番号を付すこと。 

   ２ 氏名は、自署すること。 

   ３ 選挙人であることの確認欄は、記入しないこと。 

 



  

様式第４号(第６条関係) 

年  月  日 

(宛先) 

  桑名市議会議長  

 

桑名市議会議員政治倫理審査会 

委員長            ㊞ 

 

審査結果報告書 

 

  年  月  日付けで審査請求のあった件について、桑名市議会議員政治倫理条例第 10

条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

 

１ 審査請求の対象議員 

 

 

２ 審査の結果 

 

別紙のとおり 

 

 

 

 


